
会計年度任用職員（児童厚生補助員）の名簿登録者募集要項 

 

 

会計年度任用職員（児童厚生補助員）の名簿登録者を次のとおり募集します。繁忙期や欠員補充など

必要に応じて、登録者の中から選考により任用します。 

任用の場合は所属の担当者から本人へ連絡します。 

 

※登録者の中から必要に応じて選考の上、任用しますので、登録された方が必ず任用されるわけではあ

りません。なお、この登録は令和９年３月３１日まで有効です。 

 

１ 職種 

   児童厚生補助員 

 

２ 主な勤務内容 

  児童に対する遊びの指導、行事等の補助及び運営に関する業務 

   

３ 必要な資格 

下記のいずれかに該当する者。ただし、地方公務員法第１６条の欠格条項のいずれかに該当する者は

登録できません。 

 ⑴ 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

 

⑵ 保育士の資格（国家戦略特別区域限定保育士を含む）を有する者 

 

⑶ 社会福祉士の資格を有する者 

 

⑷ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者 

  

⑸ 高等学校卒業者等で、週あたり実働２７時間１５分以上の勤務で、２年以上かつ１年あたり１８０日以上児

童福祉事業に従事した者 

 

※高等学校卒業者等とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

    ア 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

イ 同法第９０条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年の学

校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む） 

ウ 文部科学大臣が上記ア・イと同等以上の資格を有すると認定した者 

 

 

 

 

 



※ここでいう児童福祉事業とは、第一種・第二種社会福祉事業のうち、下記の児童福祉法に関連する

事業等のことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 学校教育法の規定による大学、大学院又は外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、

芸術学若しくは体育学を専修する学科や研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者（大学におい

て、当該学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法百二十条第二

項の規定により大学院への入学が認められた者を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第一種社会福祉事業≫ 

●児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業 

乳児院、母子生活支援施設、障害児入所施設、児童心理治療施設児童自立支援施設 

 

≪第二種社会福祉事業≫ 

●児童福祉法に規定する以下の事業 

障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、 

子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、 

一時預かり事業、小規模保育事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、 

子育て援助活動支援事業 

●児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業 

 助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター 

●児童の福祉の増進について相談に応ずる事業（利用者支援事業に限る。） 

●就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定

こども園を経営する事業 

欠格条項（地方公務員法第１６条） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで 

の者 

２ 吹田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から６３条までに規定する罪を

犯し刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 



４ 勤務条件 

任用期間 任用期間は様々ですが、令和９年３月３１日まで（最長） 

※次年度以降も任用の必要性があり、かつ、勤務成績が良好な場合は再度の任用を

行うことがあります。 

勤務場所 吹田市内の児童会館・児童センター（選考時に勤務先を通知します。） 

勤務日及び時間 ローテーション勤務 

週４日 ２７時間１５分 

【全日勤務（週３日）】８時間勤務（休憩４５分を含む。） 

午前１０時から午後６時まで 

【午後勤務（週１日）】５時間３０分勤務 

午後０時３０分から午後６時まで 

 

※土・日勤務：月４～６日程度、祝日勤務：年７日程度 あり 

※５月３日から５月５日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は休み 

※勤務曜日については、相談に応じます。 

給与 全日勤務 日給 11,561円（地域報酬を含む。） 

午後勤務 日給 8,770円（地域報酬を含む。） 

（再度の任用時には、当該職としての経験に応じて、一定の範囲で加算される場合が

あります。） 

諸手当等 吹田市会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づき、通勤手当、期末勤勉手当

等が支給されます。 

休暇 勤務日数及び任用期間に応じて年次休暇等を付与 

社会保険 健康保険・厚生年金・雇用保険等 

服務 地方公務員法の服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

その他 ・任用時はすべて条件付とし、原則として任用後１か月を良好な成績で勤務したときに

正式採用となります。 

・勤務場所については、所属長の判断により任用期間中に変更になることがあります。 

・本業務へ従事するに当たっては、令和８年 12月25日までに施行予定の学校設置者

等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律（令和６年法律第 69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、

特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防

止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、吹田市

の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 

・このため、あらかじめ、採用選考過程において、誓約書により、特定性犯罪の前科の

有無を確認します。 

※１ 任用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

※２ 任用までの間に、任用することにふさわしくない非違行為等があった場合は、任用しません。 

※３ 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は任用されません。 

※４ 任用の場合は所属の担当者から本人へ連絡しますので、詳細な勤務条件についてはその際にお問合



せください。 

 

５ 登録手続 

登録票と別紙記載の提出書類を吹田市役所児童部子育て政策室へ提出（持参または郵送） 

（郵便番号） ５６４－８５５０ 

（住  所） 吹田市泉町１丁目３番４０号 

（宛  先） 吹田市役所 児童部 子育て政策室 児童館担当 宛 

※郵送の場合は、封筒の表に朱書きで「会計年度任用職員登録票 在中」とご記入ください。 


